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平成 23 年 12 月 22 日 

各位 
沢井製薬株式会社 

エバスチン製剤の特許訴訟に関して勝訴のお知らせ  

沢井製薬株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：澤井光郎、以下「沢井製薬」）が製造販

売を行う『エバスチン錠 5mg／10mg「サワイ」』及び『エバスチン OD 錠 5mg／10mg「サ

ワイ」』（先発品名：エバステル®、大日本住友製薬株式会社）中に存在する有効成分「エバス

チン」の分布状態が製剤特許（特許 3518601 号）に抵触するか否かを巡る特許侵害訴訟に関

し、大阪地方裁判所は、本日 12 月 22 日付で、原告 (スペイン国アルミラル・エス・エー、

以下「アルミラル社」) の請求を棄却する旨の判決を言い渡しました。 
 
本件は、沢井製薬が平成 20 年 7 月 4 日に本製品を薬価収載し製造販売を行ったことに対し、

アルミラル社（特許権者）が平成 22 年 8 月 26 日付で本製品の製造販売の差止を求める訴訟及

び仮処分申立を大阪地方裁判所に提起したため、それ以降、同地方裁判所で係争が続いていたも

のです。 
 
本件特許は、水難溶性である原薬を微細粉粒化して製剤化することにより溶出性を改善するこ

とを特徴とするものであるところ、弊社製剤は当該特許の権利範囲に入るものではないと判断さ

れました。 
 

なお本件訴訟は、沢井製薬株式会社、メディサ新薬株式会社（当社子会社）、ニプロファ

ーマ株式会社、全星薬品工業株式会社の４社が共同被告として提訴されていました。 

 
今回の判決により、沢井製薬による本製品の製造販売の継続に何ら問題を来たさないことが確

認されました。 
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